
松阪市の糖尿病性腎症
重症化予防事業について

松阪市健康福祉部 健康づくり課

管理栄養士 安保 順子



面 積 ： 623.58㎡

（三重県の約10.8％）

人 口 ： 157,316人

（令和6年1月1日現在、住民基本台帳より）

高齢化率 ： 30.7％

国保加入者 ： 29,781人（18.9％）

市制施行 ： 平成17年1月1日

（松阪市・嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町で市町村合併）

１．松阪市の紹介



「松阪地区糖尿病性腎症重症化予防に関する会議」

・松阪地区医師会

・三重県糖尿病対策推進会議担当医師

・専門医（糖尿病、腎臓病）

・松阪市、明和町、多気町、大台町

事業担当：保険年金課・国保担当

健康づくり課・保健師、管理栄養士（保健指導）

２．組織体制



糖尿病性腎症重症化予防事業に関する会議

●令和３年度から 立ち上げ準備
●令和４年度から 年２回開催（６月・１月）



現状

・受診勧奨

・保健指導

・ＣＫＤ（慢性腎臓病）受診勧奨

・松阪市健康応援プロジェクト

課題

・医療機関との連携

・保健指導実施者のスキルアップ

３．現状と課題



４．取組内容（受診勧奨）
●対象者

（１）治療中断・未治療者：当該前年度の特定健診受診者のうち、以下の条件の該当者

（２）特定健診未受診者：当該前々年度の特定健診受診者のうち、以下の条件の該当者

●実施内容

受診勧奨通知の送付 → レセプトで受診・治療確認 → 電話による再勧奨

空腹時血糖 126mg/dl
または

HbA1c 6.5% 以上

レセプトにおいて
糖尿病の治療を受けていない

空腹時血糖 126mg/dl
または

HbA1c 6.5% 以上
かつ

尿蛋白 1＋ 以上

当該前年度に
特定健診を受診していない



４．取組内容（受診勧奨）

●事業スケジュール

毎年度月 内容 実施担当課

５月中旬～６月上旬 対象者の抽出 保険年金課

６月中旬 受診勧奨通知の発送 保険年金課

６月下旬～１２月末まで 医療機関による受診報告書提出 保険年金課

９月中旬～１０月上旬 電話による受診勧奨 健康づくり課

３月 評価
保健年金課
健康づくり課



受診勧奨 実施結果

区分 令和４年度
令和５年度

報告書のみ レセプト含む

治療中断・
未治療者

対象者数 １８２ １８６

受診者数 ４６ ３２ ７１

受診率 ２５．３％ １７．２％ ５５．４％

特定健診未受診者

対象者数 ７６ １７

受診者数 １３ ３ １３

受診率 １７．１％ １７．６％ ９４．１％



４．取組内容（保健指導）

●対象者

当該前年度の特定健診受診者のうち、以下の条件すべてに該当する者

●実施場所

健康センターはるる、嬉野保健センター

●指導者

保健師、管理栄養士が２人１組で担当する

基本的に同じ担当者が継続して指導を実施

空腹時血糖 126mg/dl
または

HbA1c 6.5% 以上

尿蛋白
１＋以上

e-GFR
30以上60ml/分/1.73㎡未満



４．取組内容（保健指導）
●スケジュール

＊主治医の承諾により保健指導開始、保健指導指示書にもとづき保健指導を実施。

１回目 ２回目 ３回目 ４回目 ５回目 ６回目 ７回目 ８回目

（初回） （中間評価） （最終評価）

面
談

面
談
又
は
電
話

電
話

面
談

電
話

電
話

面
談

主治医

指
示
書

報
告
書

【保健指導利用が初めての方の場合】

面
談
又
は
電
話



４．取組内容（保健指導）
●事業スケジュール

毎年度月 内容 実施担当課

６月 対象者の抽出 保険年金課

７月
対象者への利用勧奨通知の発送
医療機関への対象者名簿の発送

保険年金課

７月中旬～３月まで 順次、保健指導開始 健康づくり課

８月～９月末 未利用者への電話勧奨 健康づくり課

※保健指導参加受付締切は指導期間が６か月間であるため、９月末まで

３月 評価
保健年金課
健康づくり課



保健指導 実施結果

令和４年度 令和５年度

対象者数 ２８ ４７

実施者数 ３ ４

実施率 １０．７％ ８．５％

＊【令和４年度】上記対象者以外に、
受診勧奨対象者１名に保健指導実施



令和５年度 保健指導 利用状況

【本人からの申込み者】５名

状況 人数 理 由

成立 ２

不成立 ３
・総合病院での保健指導利用者
・主治医が応需医療機関外（市外）
・指示書の提出をいただけなかった



令和５年度 保健指導 利用状況

【電話での利用勧奨者】４２名

状況 人数 理 由

成立 ２

不成立 １ ・指示書の提出をいただけなかった

拒否 １５
・定期的に受診しているため
・自分には必要ない

不在 １５ （勧奨期間内に時間・曜日変更し何度か実施）

番号不明等 ９



４．取組内容（ＣＫＤ受診勧奨）
●対象者

当該前年度の特定健診受診者のうち、以下の条件すべてに該当する者

ただし、以下の者は除外

＊レセプトより受診があり、医療管理下にある方や既に服薬している者等

●実施内容：個別案内通知による情報提供と受診勧奨

●発送者：６０名

（１名の方が保健指導を希望）

尿蛋白
１＋以上

e-GFR
30以上60ml/分/1.73㎡未満



４．取組内容（松阪市健康応援プロジェクト）

●目的

松阪市国民健康保険の医療・健診データより、血糖値、HbA1c値が

国や県より高い状況であるため、市民に広く周知し、糖尿病予防

に向けた意識の向上を図る。

●実施内容

①啓発活動：「広報まつさか」の特集記事にて、

専門医から糖尿病予防の大切さについて周知

②私のカラダ測定会：体組成計測、尿検査、味覚チェックなどを実施

③糖尿病予防講演会：糖尿病治療に携わる理学療法士による講演

④血糖値コントロールのためのウオーキング



５．工夫した点

●医療機関との連携

応需医療機関の増加に向け、

松阪地区医師会のご協力のもと、

医師会主催の「臨床懇話会」にて、

当事業の概要説明と保健指導の

事例発表を実施し周知を実施。



６．今後に向けて

【保健指導利用者の増加や、効果的な保健指導の実施】

●対象者の見直し

・令和６年度より、e-GFR値の上限をなくし

３０ml/分/1.73㎡以上の方へと対象者を広げる

・令和７年度より、国保から後期高齢者への途切れない

支援として、年齢幅を当該年度75歳になる人も対象者

として広げる

●企業との連携

・生活習慣病対策の推進に係る連携協定を協和キリン株式会社と締結。



７．今後の課題

●医療機関との連携

●保健指導実施者のスキルアップ

●保健指導修了後のフォロー方法や終了時期


